
日本看護協会御中

平素より大変お世話になっております。

厚生労働省医政局地域医療計画課院内感染対策担当です

令和 5年度院内感染対策講習会につきましては、先日、都道府県を通じて各

医療機関に周知させていただき、貴会におかれましても会員等の皆様に対する

周知へのご協力を依頼させていただいたところです。

この度、本講習会の「講習会②」が昨年同様、感染対策向上加算2及び3の

施設基準において求める研修に該当する取扱いとなりましたので、別添の事務

連絡を当課から自治体宛に発出いたしました。

つきましては、参考としてお送りしますので、会員等の皆様の中に関係する医

療機関がございましたら、適宜周知していただけますと幸いです。

よろしくお願い申し上げます。
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感染対策向上加算の施設基準において求める研修に該当する

令和5年度院内感染対策講習会の周知について(依頼)

院内感染対策の推進につきましては、日頃から御支援と御協力をいただき、厚

く御礼申し上げます。

令和5年度院内感染対策講習会の実施については、「令和5年度院内感染対策

講習会について(依頼)」(令和5年8月25日付け医政発0825第 16号厚生労働

省医政局長通知)により、各都道府県知事宛てに各医療機関への周知を依頼した

ところです。

今年度の本講習会につきましても、「疑義解釈資料の送付について(その23)」

(令和4年8月24日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき、「講習

会②」が感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において求め

る研修に該当する取扱いとなることをお知らせいたします。

本講習会の「講習会②」については、下記のURL (※)において、令和5年9

月Ⅱ日から令和5年10月15日まで受講を希望される医療機関の従事者からの

申込みを受け付けております。

貴部(局)におかれましては、本事務連絡の内容を御了知いただくとともに、

管下の医療機関へ改めて周知いただきますようぉ願いいたします。

なお、本件については、保険局医療課に協議済みであるととを申し添えます。
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令和5年度院内感染対策講習会の「講習会②」の受講申込URL

htt s://innaikansen.share・wis.com si nu /2911

(参考資料1)

「令和5年度院内感染対策講習会について(依頼)」(令和5年8月25日付け医

政発0825第16号厚生労働省医政局長通知)

(参考資料2)

「疑義解釈資料の送付について(その 23)」(令和4年8月24日付け厚生労働

省保険局医療課事務連絡)

照会先

厚生労働省医政局地域医療計画課

電話:03-52脇一1111 (内線448の

E-mail:innai-kansen@血IW.0

務



各都道府県知事 殿

院内感染対策の推進につきましては、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申

しあげます。

今般、院内感染対策の一環として、医療従事者を対象に、院内感染対策について

理解を深めることを目的とした講習会を別添「令和5年度院内感染対策講習会実

施要領」により実施することとしたので通知します。

貴職におかれましては、別添の実施要領に基づき、各医療機関及び関係機関に本

講習会の趣旨を周知するとともに、受講希望者の推薦について、各医療機関の受講

申込書を取りまとめの上、下記の通り提出をお願いします。

なお、厚生労働省所管の国立ハンセン病療養所に対しては貴職より周知いただく

必要はありません。

令和5年度院内感染対策講習会について(依頼)

医政発0825第 16号

令和 5年8月25日

(参考資料1)

厚生労働省医政局長

(公印省略)

1.推薦対象

提出内容

提出期限

提出方法

講習会①の受講希望者

※講習会②・③・④は、推薦の必要はありません。

男1俳氏 3 -1、呂1俳氏 3 -2

令和5年9月25日明)

電子メーノレ

記

提出先・照会先

厚生労働省医政局地域医療計画課

院内感染対策講習会担当

住所:東京都千代田区霞が関1-2

電話:03-5253-1111 (内線448の

E-mail: innai-kansen@mhlw.0

2
 
3
 
4



<講習会の目的について>

0 近年、 MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)、 VRE (バンコマイシ

ン耐性腸球菌)、多剤而村生緑膿菌、多剤耐性アシネトバクター及びノロウイル

スをはじめとした各種の病原体に起因する院内感染が発生している他、医療技

術の高度化に伴い感染症に対する抵抗力が比較的低い患者が増加しています。

0 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際し、医療機関においても、

新型コロナウイルス感染症の院内感染事例が多数報告されたところです。

0 さらに、今後新たな新興感染症等の発生にも対応できる人材や体制づくりが

医療機関でも求められています。

0 本講習会は、こうした状況の中、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を

医療従事者が習得することで、院内感染対策の更なる徹底を図ることを目的と

して実施するものです。

令和5年度院内感染対策講習会実施要領

<講習会の対象者及び内容について>

0 本講習会は、対象者が担う役割等に応じて、次の①~④に区分して実施しま

す。

区分

講習会①

(別添)

対象者

院内感染対策に関して、地域において指導的立場を担うことが期待
される病院等に勤務する医師、歯科医師、看護師、薬剤師又は臨床

検査技師であって、院内感染対策について指導的立場を担う者とし

講習会②

講習会③

て当該施設長の推薦する者。

地域の医療連携体制が求められる病院、診療所(有床、無床の別を
問わない)又は助産所等に勤務する者。

院内感染対策等の業務を実施する行政機関(特に保健所)の職員。

医療機関等に勤務するすべての医療従事者。
※医療関連サービス(患者等給食業務、寝具類洗濯業務、院内清掃業務)の委託業者に雇用

される従事者を含む。

(新型コロナウイルス感染症・新興感染症に関する特別講習会)

講習会④

0 本講習会は、集合研修ではなく、オンデマンド形式の動画配信によるオンラ

イン研修(①・②は.ラーニングシステム、③・④は YOUTub.)として実施しま

す。

0 令和5年度の推薦対象は、講習会①のみとなります。



0講習会①(地域において指導的立場を担うことが期待される病院向け)

※院内感染対策に関して、地域において指導的立場を担うことが期待さ

れる病院等の院内感染対策の推進及び近隣医療機関等への指導助言体制

の充実を図ることを目的とした講習会(動画1コマあたり30分程度)

配信予定:令和5年Ⅱ月頃~令和6年2月(e ラーニング専用Webサイト)

講義内容(予定)

(1)デバイス関連感染防止対策とサーベイランス

②手術部位感染防止対策とサーベイランス

(3)麻疹・風疹・水痘・ムンプスの感染対策とワクチンプログラム

④洗浄・消毒・滅菌

⑤院内感染関連微生物とその検査法及び国内外の疫学

⑥薬剤耐性菌によるアウトブレイク:対応の実際と予防

(フ)院内感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等(特に保

健所)との連携

⑧院内感染対策における中核的医療機関の役割と地域連携

⑨院内感染法令

(1の抗菌薬適正使用支援チームの活動

al) AⅧ対策アクションプラン

(12)新型コロナウイルス感染症・新興感染症に関する院内感染対策

0講習会②(地域の医療連携体制が求められる病院、診療所、助産所等向け)

※講習会①の受講対象となる医療機関と連携し、地域における各医療機

関の院内感染対策の推進を図ることを目的とした講習会(動画1コマあ

たり 30分程度)

配信予定:令和5年Ⅱ月頃~令和6年2月(e ラーニング専用Webサイト)

講義内容(予定)

①標準予防策と経路別予防策

(2)院内感染サーベイランス(デバイス関連感染・症候群)

(3)洗浄・消毒・滅菌

④麻疹・風疹・水痘・ムンプスの感染対策とワクチンプログラム

⑤血液体液曝露対策とワクチンプログラム

⑥院内感染関連微生物とその検査法

(フ)インフルエンザやノロウイルス感染症等のアウトブレイク対策

(8)院内感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等(特に保

健所)との連携

⑨院内感染法令

ao)抗菌薬適正使用とAMR対策アクションプラン

(1D 新型コロナウイルス感染症・新_感染症に関する院内感染対策



0講習会③(院内感染対策等の業務を実施する行政機関(特に保健所)向け

※平時及び院内感染(アウトブレイク)発生時に医療機関との連携や、

適切な介入・支援が求められる行政機関職員を対象とした院内感染対策

に関する講習会(動画1コマあたり30分程度)

配信予定:令和5年9月中旬頃~(厚生労働省YOUT此e)

講義内容(予定)

(1)平時からの医療機関との連携体制の構築仕也域の連携体制の構

築や平時からの訓練)

(2)医療機関におけるアウトブレイクの発生時に必要な支援

(3)保健所に求められる矧R対策における医療機関への支援

0講習会④(新型コロナウイルス感剰圭・新興感染症に関する特別講習会)

※医療機関等に勤務するすべての医療従事者(医療関連サービス従事者

及び事業者を含む)への新型コロナウイルス感染症や新興感染症に関す

る情報の伝達を目的とした講習会(動画1コマあたり30分程度)

配信予定:令和5年9月中旬頃~(厚生労働省YOUT仙e)

講義内容(予定)

①新型コロナウイルス感染症の臨床像、治療(下記(2)の範囲を除く)

②重症患者の治療(人工呼吸器やECM0等の使用に関する内容を含む)

(3)院内感染対策について(以下の内容を含む)

・新型コロナウイルス感染症の患者や疑い患者の診療に必要な環境整備

・個人防護具の適正使用

・環境消毒(患者等給食業務、寝具類洗濯業務、院内清掃業務の従事者を対象

とした基本的な感染対策についての内容を含む)

・院内感染発生時の初期対応

・行政・保健所との連携

<講習会①の受講者の推薦及び決定について>

講習会①にっいては、都道府県が、上記に定める対象者のうちから院内感染対

策の推進に当たって効果の期待できる者を推薦者として選考し、厚生労働省医政

局長に推薦するものとします。厚生労働省医政局長は、都道府県から推薦のあっ

た者のうちから受講者を決定し、都道府県に通知します。

<講習会①・②の受講者数について>

講習会① 2,000人程度、講習会② 8,000人程度を予定しています。

※講習会③・④については厚生労働省ホームページ上に掲載することから受

講者数の制限はありません。

<実施者について>

0 本講習会は、厚生労働省委託事業として、 「一般社団法人日本環境感染学会」



が実施します。

<受講方法について>

0講習会①・②

・受講者は、インターネット上のeラーニングシステムより、各講習会にアク

セスし、講義資料(講義スライドやテキスト)を適宜印刷した上で受講してく

ださい。

・講習会①は、受講決定者にeラーニングシステムのURLを連絡するので、

期限までに各自で受講者登録を行ってください。

・講習会②は、受講者の推薦を不要としているので、以下のURLから受講希

望者が各自で申込手続の上、受講者登録を行ってください。

(URL) htt s: innaikansen. share-wis. com/si nu /2911

なお、受講申込の受付期間は、令和5年9月11日網)から令和5年10月15

日(田となります。必ず期間内でのお申し込みをお願いいたします。

※ 令和5年度は、講習会①の受講料は無料、講習会②の受講料は 1,000円

(税込み)としていますので、講習会②の受講希望者は申込の際にクレジ

ツトカード等で受講料の支払いが必要となります(支払方法の詳細は、受

講申込サイトをご確認ください。) 0

※ e ラーニングシステムのIDとパスワードは受講者登録を完了された方に

別途ご連絡します。

※本講習会のうち講習会①・②については、講習会ごとに、全ての講座を

受講し、各講座のテストを終了した受講者に対し、e ラーニングシステムよ

り受講証書を電子交付します。

※講習会の受講・受講証書の発行は、配信期間中に完了するようにしてくだ

さい。

講習会ごとにアンケートを用意していますので、回答にご協力ください。

0講習会③・④

厚生労働省ホームページ(※)に掲載します。ホームページ上の講義資料

(講義スライドやテキスト)を適宜印刷した上で受講してください。

(※)院内感染対策講習会(厚生労働省ホームページ院内感染対策について)

htt s: WWW.mhlw.0. stf ne a e 21747.html

eラーニングシステム上の

<講習会①・②に関する質問について>

0 講習会内容に対して講師にご質問がある場合は、

質問受付フォームから送付してください。



※質問の受付期間は動画配信日から令和6年2月中旬までを予定しています。

※受け付けた質問については、講師が全ての質問の中から、代表的な質問を選

定し、匿名化した上で、e ラーニングシステムにQ&Aとして回答を掲載しま

す。



<受講者推薦の事務手続に係る留意事項>

【対象施設への周知と受講者の推薦について】

0 本講習会の受講者の募集に際しては、都道府県内全ての対象となる医療機関

へ周知を図ること(各都道府県から管内医療機関への周知の段階で、特定の施

設に対象を限定することのないようにすること。)。

0 特に過去に本講習会の受講実績のない施設や小規模な施設に対して、積極的

な参加が促されるよう周知を図ること。

0 厚生労働省所管の国立ハンセン病療養所の職員については、当省の担当課を

通じて別途周知することとしており、各都道府県からの周知は必要ないことに

ついて留意すること。

0 独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人

地域医療機能推進機構の各病院の職員については、各都道府県の推薦枠による推

薦を受けることとなっているので、周知の漏れ等が無いように留意すること。

対象施設における選考について】

0 講習会①の対象となる各施設の長は、

を決定し、所定の受講申込書(男1俳氏1)

種別に様式が異なるため留意すること。)。

ただし、施設推薦者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する医師、歯科医

師、看護師、薬剤師又は臨床検査技師であること。

・施設内感染について指導的立場を担う者(又は指導的立場を担う予定の者)

・院内感染対策委員会やインフェクション・コントローノレ・チーム等の感染制

御に関する施設内組織に所属する者(又は感染制御に関する施設内組織に所属

する予定の者)

各都道府県における選考について】

0 各都道府県においては、講習会①に関する施設推薦者を取りまとめ、都道府

県推薦者として決定すること。

推薦者(以下「施設推薦者」という。

により各都道府県に申請すること(職

0 都道府県推薦者の決定に当たっては、以下に掲げる事項や各都道府県の実情

等を十分に考慮すること。

・昨年度までに受講実績のない施設の職員が受講可能となるよう、都道府県推

薦者の取りまとめに際して十分配慮すること。

・都道府県推薦枠偶1採氏2:昨年度の受講希望者数及び受講決定者数等を参考



に各都道府県別に設定したもの)の範囲内で都道府県推薦者を決定すること。

特定の施設に推薦者が集中しないよう、都道府県において必要な調整を行う

こと。例えば、より多くの施設の職員が受講可能となるよう、同一施設から

の推薦者数に一定の上限を設け、受講希望者が少ない等の理由により推薦枠に

余裕がある場合には、同一施設から当該上限数を超える職員を推薦することも

差し支えないこととする方法が考えられること。

0 都道府県、特別区、保健所設置市の衛生関係部局(感染症、医療監視担当等)

の職員についても講習会①の都道府県推薦者として差し支えないこと(ただし

医師、歯科医師、看護師、薬剤師又は臨床検査技師の資格を有する者に限

る。)。この場合、本講習会の趣旨に鑑み、本来の受講対象者である管内医療

機関の職員の参加が不当に妨げられないよう十分に配慮するとと。

厚生労働省への申請について】

0 各都道府県においては、決定した都道府県推薦者について、所定の都道府県

推薦者一覧偶嚇氏3-1)により厚生労働省に申請すること。

0 都道府県推薦者一覧の作成に当たっては、以下に掲げる事項に特に留意する

こと。

都道府県推薦枠を超える推薦は認めないこと。

都道府県推薦者一覧は、厚生労働省における受講者決定の事務処理に使用す

るので、受講申込書の記載内容と一致するよう十分確認すること。

0 上記により作成した都道府県推薦者一覧を提出すること。

なお、受講申込書偶1絲氏1)は、各都道府県において保管すること。

0 今後の参考とするため、施設推薦者数についても娚1俳氏3-2)により併せ

て報告すること(受講者数の枠に空きがあり、追加の推薦を依頼する場合は、

当該施設推薦者数を参考とする。)。

0 原則として、提出期限以降の推薦(追加・変更を含む。)は認めない。

受講者決定及び受講について】

0 原則として都道府県推薦のとおり受講者を決定する予定であり、各都道府県

に対する受講者決定通知は本年10月を目途に予定している。なお、受講決定者

には0 ラーニングシステムのURLを通知することとしており、専用Webサイト

から受講者登録を行った者に対して、本講習会の事務局からIDとパスワード

を連絡する。



0 講習会①・②は.ラーニングシステムによるオンデマンド形式のオンライン研

修であり、受講証書は受講を修了した者に対し、e ラーニングシステムより電子

交付する。

受講の修了には講習会ごとに用意しているテストを受験することが必要である

0 都道府県は、施設推薦者の所属する全ての施設の長に対し、受講の可否につ

いて通知すること。この際、受講者決定に漏れた施設推薦者の所属する施設の

長に対しても、その旨確実に通知すること。

0 受講者決定後の取り扱いについては、以下に掲げる事項に特に留意すること。

・受講者の変更は、原則として認めないとと(例年、受講者決定後の辞退又は

変更の申し出が相次いでおり、講習会直前まで受講者が確定しないケースが散

見される。)。

止むを得ない事由により、受講決定者より辞退する旨の連絡が講習会開始前

あった場合、その旨を速やかに各都道府県から厚生労働省医政局地域医療計画

課へ連絡すること。

0 代理受講については一切認めないので、その旨受講決定者に対し周知するこ

と。

<照会先>

厚生労働省医政局地域医療計画課院内感染対策講習会担当

電話:03-5253-11H (内線 448の

E-ma il : innai-kansen@mhlw. go. jp



地方厚生(支)局医療課

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(音吟

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」(令和4年3月4日保医発 0304 第 1号)等により、令和 4年4月1

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義解釈資料を別添1から別添3のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確

認の上、適切に運用いただくようぉ願いします。

事務

令和4年8

御中

(参考資料2)

疑義解釈資料の送付について(その 23)

厚生労働省保険局医療課

絡

24日

連
月



【感染対策向上加算】

占1 区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準にお

いて求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A

234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師

及び看護師の「適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について

(その 1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問23 において「現時

点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるもの

に限る。)が該当する。」とされたが、令和4年度以降に実施される厚生労

働省の院内感染対策講習会②(受講証書が交付されるものに限る。)は該

当するか。

(答)該当する。なお、令和4年度以降の院内感染対策講習会①、③及び④は該

当しない。

医科診療報酬点数表関係

【救命救急入院料、特定集中治療室管理料】

占2 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特

定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準にお

ける「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(そ

の1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において田本集中

1台療医学会のデータベースである J I PAD (Japanese lntensive care

PatientDatabase)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を

行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、

日本集中治療学会のホームページに「」IPADにおける参加施設・準じ

る施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよい

か。

(答)差し支えない。

【地域包括ケア病棟入院料】

占3 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準 aのに

つぃて、「オ訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内

に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの

開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。

(答)原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同

ーである必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提

供における24時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携してい

医一1



る場合は、同一でなくても差し支えない。

【慢性維持透析患者外来医学管理料】

占4 区分番号「BO01」の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料につい

て、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料

(結核病棟及び精神病棟に限る。)、有床診療所入院基本料、精神科救急急

性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院

料、児童・思春期入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟

入院料、有床診療所療養病床入院基本料及び地域移行機能強化病棟入院料

を算定する場合において、入院中の患者が他の医療機関へ受診し透析を行

い、当該他の医療機関において検査の結果に基づき計画的な医学管理を行

つた場合は算定可能か。

(答)可能。

【腹腔鏡下直腸切除・切断林門

占5 区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方

切除において、超低位前方切除術又は経紅門吻合を伴う切除術を内視鏡手

術用支援機器を用いて実施した場合、どのように算定するのか。

(答)腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る)

(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行ってい

る場合、区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位

前方切除を算定可能。

医一2



医科診療報酬点数表関係(不妊治療)

【不妊治療に係る検査】

問1 一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、不妊治療

に係る妊娠判定のため、妊娠反応検査(尿中・血中HCG検査)を実施した

場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請求可能か。

(答)一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、医師の医学

的判断により、通常の妊娠経過を確認するために、当該検査を実施した場合、

一連の診療過程につき、 1回に限り算定可能。

(別添2)

不妊一1



ゆPC:特定入院料に係る加算の取扱いについて】

問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中

治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理

料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分

番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・りハビ

リテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表におい

て併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても

同様に取り扱うのか。

(答)そのとおり。

医科診療報酬点数表関係(DPC)

DPC-1


